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(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 
 

　当社が2026年６月25日に公表いたしました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」に

つき、記載の一部に訂正すべき箇所がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

１．訂正の理由 

　標記開示資料の「１．処分の概要」(6)その他欄において、本自己株式処分につき金融商品取引法による有価証券

通知書を提出している旨を記載しておりましたが、本自己株式処分に係る譲渡制限付株式割当契約は、①付与対象者

を当社及び当社子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人に限定し、かつ②交付日の属する事業年度に

係る当社の有価証券報告書（交付日が当該事業年度開始後６か月以内の日である場合は半期報告書）の提出までの間

譲渡が禁止される旨の制限を付しているため、金融商品取引法に基づく有価証券通知書の提出を要しないことが判明

いたしました。これに伴い、当該記載を訂正いたします。 

２．訂正の内容 

　訂正箇所には下線を付して表示しております。 

「１．処分の概要」(6)その他 

【訂正前】 

本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております 

【訂正後】 

本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書の提出を要しておりません。 
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